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大阪狭山市市勢要覧及び大阪狭山市市制施行４０周年記念誌作成支援業務 

一般公募型プロポーザル実施要領 

 

この実施要領は、大阪狭山市市勢要覧及び大阪狭山市市制施行４０周年記念誌作成支援業務の

受託候補者を、一般公募型プロポーザルにて選定するための必要事項を記載するものであり、具

体的な業務内容・成果物の仕様等は「大阪狭山市市勢要覧及び大阪狭山市市制施行４０周年記念

誌作成支援業務委託仕様書」（以下「仕様書」という。）の定めによるものとする。 

実施要領と仕様書の内容が相違する場合は、原則として仕様書の定めを優先する。ただし、プ

ロポーザル手続きに関する事項については本実施要領を優先する。 

 

１．プロポーザル方式を採用する理由 

  本市が、令和９年１０月１日に市制４０周年を迎えることから、市制施行から現在に至るまでの本

市の歩みを振り返り、市の現況や、市政情報、市内の魅力的な観光スポットやイベントなどの情報を

掲載し、市政理解の促進、シビックプライドの醸成、関係人口の増加を図るため、「大阪狭山市市勢要

覧及び大阪狭山市市制施行４０周年記念誌」を作成する業務を受託していただける事業者（以下、「受

託候補者」という。）を募集するものである。 

本業務の実施にあたっては、創造性に富んだ企画力、豊富な事業実績に裏打ちされた技術が求めら

れ、業者の選定方法として価格だけでの競争にはなじまない事案である。よって、本業務の受注者の

選定については、公平性及び透明性の高い一般公募型プロポーザル方式により広く提案を求め、本市

の要請に対する理解力、企画力、技術力等を総合的に評価し、最も適切な事業者を選定する。 

     

２．業務名 

大阪狭山市市勢要覧及び大阪狭山市市制施行４０周年記念誌作成支援業務 

 

３．業務内容 

  大阪狭山市市勢要覧及び大阪狭山市市制施行４０周年記念誌作成支援業務委託仕様書のとおり 

 

※ 提案型の募集であるため、仕様書には必ず遵守いただきたい必要最小限と考えられることを

記載していることに留意すること。 

※ 業務委託の内容については、仕様書に記載している手法や手段等による遂行を原則とするが、

仕様書に記載している手法や手段等によらず、より良い代替手法等が提案できる場合はこの

限りではない。 

 

４．応募の要件 

  本提案に応募できる者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。 

 ⑴ 大阪府内に本店又は支店を有する者 

⑵ 過去１０年以内に市勢要覧、官公庁発行の記念誌又はシティプロモーション誌等の作成業務（官

公庁発注の元請に限る。）の実績があること（共同企業体で応募する場合は、構成員のうち少なく

とも１者が実績を有すること。）。 

⑶ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定により一般競争入札の参加
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が認められない者でないこと。 

⑷ 実施要領の配布の日から契約締結日までの期間に、大阪狭山市からの指名停止の措置を受けてい

ない者 

⑸ 大阪狭山市契約関係暴力団排除措置要綱（平成２５年大阪狭山市要綱第３２号）の規定に基づく

入札等参加除外措置の期間中でない者であること。 

⑹ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条に規定する再生手続開始の申立てがなされて

いるものにあっては、同法に基づく裁判所からの再生計画認可の決定を受けている者 

⑺ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てがなされている者（更

生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと。 

  

５．再委託の禁止 

⑴ 業務等の全部を一括して、または次の主たる部分を再委託することはできない。 

  （主たる部分） 

   業務委託における総合的企画、業務遂行管理、業務の手法の決定及び技術的判断等 

 ⑵ 写真撮影、翻訳、印刷、製本等、前号に規定する業務以外の再委託にあたっては、書面により本

市に再委託の内容を報告し、承諾を得なければならない。 

⑶ 業務を再委託に付する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、

再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。 

 ⑷ 再委託の相手方は、本市からの指名停止の措置を受けていない者、または大阪狭山市契約関係暴

力団排除措置要綱の規定に基づく入札等参加除外措置の期間中でない者でなければならない。 

 

６．業務期間 

  契約締結日の翌日から令和９年７月３１日まで 

 

７．委託上限額 

  ６，３５０，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

  委託上限額には、本業務の遂行に必要な一切の費用（取材・撮影に要する経費、翻訳費用、デザイ

ン・DTP 費用、印刷製本費用、データ納品費用、著作権処理費用、交通費等）を含むものとする。 

  ※他の収入等の活用があった場合においても、支出経費は上記額を超えないこととする。 

 

８．公表及び選定スケジュール 

公募の開始日 令和８年５月２０日（水） 

実施要領等の配布期間 令和８年５月２０日（水）～６月３日（水）午後５時 

質問受付期間 令和８年５月２０日（水）～５月２９日（金）午後５時 

質問書の回答 令和８年６月５日（金）予定 

業務提案書等の提出期間 令和８年５月２０日（水）～６月１０日（水）午後５時 

第１次審査（書類審査） 令和８年６月１６日（火） 

第１次審査（書類審査）選定

結果通知 
令和８年６月中旬ごろ メール送信及び郵送予定 

第２次審査（プレゼンテーシ 令和８年６月２３日（火） 
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ョン・ヒアリング）   （第１次審査において、第２次審査の対象として選定した者のみ） 

第２次審査選定結果通知 令和８年７月上旬ごろ メール送信及び郵送予定 

契約の締結 令和８年７月下旬ごろ 

※本スケジュールはあくまで予定であり、都合により変更する場合がある。 

 

９．応募の手続き 

 ⑴ 仕様書等の配布方法 

大阪狭山市ホームページからダウンロードすること。（郵送等による配布は行いません。） 

https://www.city.osakasayama.osaka.jp/sosiki/siminseikatsubu/kouhoukouchou_jinkenkeiha

tsu/1/9079.html 

⑵ 提出書類 

  本業務のプロポーザルに基づく選定に参加を希望する者は、次の要領で業務提案書等を作成し提

出すること。 

  なお、使用言語は日本語とし、業務提案書の一部に日本語以外の言語を使用する場合は、付近又

は同一ページ内に注釈を付けること。 

 

 提出書類 様式 留意事項 

① 
一般公募型プロポ

ーザル参加申請書 
様式１ － 

② 会社概要書 様式２ 

 会社の沿革、業務内容など 

 決算報告書、貸借対照表及び損益計算書の写し（直近の

１事業年度分） 

 業務に要する公的資格があれば、登録証などの証明書の

写し 

③ 業務実績書 様式３ 
 今回の業務と同様の業務実績を記載し、過去に受託作製

した市勢要覧、官公庁案内等の成果品を添付すること 

④ 業務提案書 

様式４ 

（任意様

式） 

 業務提案書には、以下の内容を必ず記載すること。 

✓ 企画コンセプト 

✓ 全体の構成案（冊子の構成、外国語版の作成方針） 

✓ 実施体制（役割分担を示した体制図、プロジェクト

マネージャー、ディレクター、デザイナー、カメラ

マン等の担当者氏名・経歴） 

✓ 業務全体の工程表 

✓ （再委託の予定がある場合）再委託する業務内容・

予定先の概要 

 様式４を除き、Ａ４版両面５枚以内で、用紙縦置き、横

書き両面印刷、左綴じで製本作成すること。 

 「大阪狭山市市勢要覧及び大阪狭山市市制施行４０周年

記念誌作成支援業務委託仕様書」（別紙１）に記載の業務

のほか、独自の提案や強み（セールスポイント）があれ

ば、提案すること。 

https://www.city.osakasayama.osaka.jp/sosiki/siminseikatsubu/kouhoukouchou_jinkenkeihatsu/1/9079.html
https://www.city.osakasayama.osaka.jp/sosiki/siminseikatsubu/kouhoukouchou_jinkenkeihatsu/1/9079.html
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⑤ 業務実施体制 様式５ － 

⑥ サンプルページ 任意様式 

 貴社の提案意図を具体的に示していただくとともに、成

果物をより正確にイメージするため、写真や見出し、文

章を配置した表紙（表題含む）、裏表紙、市の魅力ページ

などを想定したサンプルページを作成すること。なお、

サンプルページは、大まかなページ構成・提案される企

画内容が分かるものであること。（全ページ分作成不要） 

 サンプルページは成果物と同サイズ、カラー刷り、同材

質で作成すること。なお、成果物と同じ材質での作成が

困難な場合は、同等の材質の既存作成物を別途提出する

場合は、異なる材質での作成も可能とする。 

⑦ 見積書 任意様式 

 見積もりは、業務内容の配分を確認する意味のもので、

内容を明示すること（企画料、デザイン料、編集費、人

件費、印刷製本費、諸経費等、企画・編集・作製にかか

る費用すべて） 

※見積額により選考するものではない 

⑧ 

令和８・９年度大

阪狭山市業務委

託・物品購入等入

札等参加資格審査

申請書類 一式 

※ 

 本市における令和８・９年度の入札参加資格審査を受け

ておらず、有資格者登録名簿に登載されていない者のみ

提出すること。 

※ 令和８・９年度大阪狭山市業務委託・物品購入等入札等参加資格審査申請書の様式や必要書類

は大阪狭山市ホームページ「令和８・９年度入札等参加資格審査申請書の登録受付について」

を確認し、ダウンロードすること。（令和８・９年度入札等参加資格審査申請書の受付は既に締

め切っているため、本業務の受託者候補者となった場合のみ、登録受付を行う。受託候補者と

ならない場合は、登録されない。） 

https://www.city.osakasayama.osaka.jp/sosiki/soumubu/shisankatsuyou_keiyaku/nyusatu_

keyaku/1/8616.html 

なお、各種証明書は、発行日が令和８年４月１日以降であること 

 

 ⑶ 提出部数 

    正本各１部、副本各７部 

副本の各電子ファイル（ＰＤＦ等）を保存した電子媒体（ＣＤ－Ｒ等）１部 

 

    ※正本には、会社印・代表者印を押印すること。 

    ※副本（紙・電子媒体）には、事業者名等が判明できる内容を記載せず、空欄にしておくこと。

なお、事業者名、所在地、電話番号などの記載がある資料を使用する場合は、マスキング処

理を行うこと。 

    ※電子媒体の電子ファイルには、「様式番号 様式名」のように名前を付けて提出すること。 

（例）「様式１ プロポーザル参加申請書」 

https://www.city.osakasayama.osaka.jp/sosiki/soumubu/shisankatsuyou_keiyaku/nyusatu_keyaku/1/8616.html
https://www.city.osakasayama.osaka.jp/sosiki/soumubu/shisankatsuyou_keiyaku/nyusatu_keyaku/1/8616.html
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    ※提出後、さらに若干数の副本の追加提出を求めることがある。 

 

 ⑷ 提出先及び提出方法 

    大阪狭山市役所市民生活部広報広聴・人権啓発グループ ※持参のみ（郵送等は不可） 

    所在：大阪府大阪狭山市狭山一丁目２３８４番地の１（１階） 

 ⑸ 提出期間 

    令和８年５月２０日（水）～６月１０日（水）午後５時 

    ※土曜日・日曜日・祝日を除く午前９時から午後５時まで 

 

 ⑹ その他 

   ① 本提案の作成に要した費用、応募に要した経費については、提案者の負担とする。 

   ② 提出された業務提案書等については、提出後の差換え、変更、削除等をすることはできない。

ただし、明らかな誤字、脱字など提案書の内容自体に影響がなく、本市が認めたものについて

はこの限りではない。また、提出された業務提案書等は返却しない。 

   ③ 大阪狭山市情報公開条例（平成１０年大阪狭山市条例第１号）により、第三者から情報公開

の請求または申し出があった場合は、提出された書類を公開することがある。 

   ④ 大阪狭山市市勢要覧及び大阪狭山市市制施行４０周年記念誌作成支援業務受託候補者選定委

員会（以下「選定委員会」という。）の委員などに対し、本件応募についての接触を禁じるとと

もに、接触の事実が認められた場合、失格になることがある。 

 

１０．質問書の受付及び回答について 

  本実施要領等に関する質問については、質問票【様式６】により、電子メールで件名を「大阪狭山

市市勢要覧及び大阪狭山市市制施行４０周年記念誌作成支援業務に係る質問」とし、次の送信先まで

送信すること。 

 

 ⑴ 送信先： 電子メール kouhou@city.osakasayama.osaka.jp 

        電 話 番 号 ０７２－３６０－４２９１（直通） 

                ※送信後、必ず電話により確認をすること。 

 

 ⑵ 質問受付期間：令和８年５月２０日（水）～５月２９日（金）午後５時 

 

 ⑶ 質問回答日 ：令和８年６月５日（金）予定 

※ すべての質問と回答は、質問者及び回答時において業務提案書等を提出しているすべての者に

対し情報提供するとともに、本市ホームページにおいても公表する。 

※ 質問事項が重複しているもの（思われるものも含む。）は、本市が整理して回答する。 

※ また、回答について質問者名は公表せず、意見表明等本件の趣旨からかけ離れているものへの

回答は行わない。 

 

１１．選考方法 

 ⑴ 選定委員会 
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    書類審査、評価及び最も優れた提出書類の選定等は、「大阪狭山市市勢要覧及び大阪狭山市市制

施行４０周年記念誌作成支援業務受託候補者選定委員会」（以下「選定委員会」という。）におい

て行う。選定委員会は非公開とする。 

 

 ⑵ 審査 

    第１次審査及び第２次審査の採点の合計により総合的に審査を行い、最優秀事業者を選定する。 

   ① 第１次審査（書類審査） 

     書類審査により第１次審査を実施する。４者を超える応募があった場合は、採点結果の概ね

上位４者を選定し、第２次審査対象事業者とする。 

   ② 第２次審査（プレゼンテーション・ヒアリング） 

     提出された業務提案書に基づき、プレゼンテーション・ヒアリングを実施する。 

    ・プレゼンテーション・ヒアリングの実施日時及び場所（予定） 

      令和８年６月２３日（火） 

      大阪狭山市役所  

      詳細な日程・会場については、対象者に別途通知する。 

    ・プレゼンテーション・ヒアリングの時間 

      １事業者あたり３０分程度 

      （準備・提案内容の説明２０分、質疑応答１０分） 

    ・出席者 

      出席者は３名以内とする。 

    ・その他 

      プレゼンテーションは、提出資料に基づき行うこと。また、プロジェクターの使用を可と

し、プロジェクターとスクリーンは本市が用意する。 

   ③ 選定結果の通知 

     選定結果については、参加したすべての提案者に通知する。なお、第１次審査、第２次審査

の審査経過等については一切公開しない。審査結果に関する問い合わせ、異議申し立てには一

切応じない。 

 

 ⑶ 審査及び評価の項目等 

    審査及び評価の項目等については、次表に掲げるとおりとする。 

評価項目 点数 

会社の業務実績 
市勢要覧、官公庁発行の記念誌又はシティプロモーション誌

等、同種・類似業務の受託実績があるか。 
５点 

企画力 

市の地域特性や現状を踏まえ、市の魅力を発信できる構成に

なっているか。 

３０点 
市制４０周年の趣旨及び本市のめざす将来像を的確に理解し

たコンセプトとなっているか。 

提案内容の着眼点、発想力が優れているか。 

読者を引き付ける企画・構成となっているか。 

デザイン力 写真と文字をバランスよく配置し、見やすく読みやすいレイ ２０点 
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アウトになっているか。 

表現及びフォントや色づかい等が優れているか。 

独創性や斬新性があるか。 

ユニバーサルデザイン・カラーユニバーサルデザインへの配

慮等、多様な利用者を意識した編集の工夫があるか。 

実施体制等 

本業務を遅滞なく遂行するために、責任体制・役割分担が明

確で、十分な人員配置となっているか。 

２０点 
編集、取材・写真撮影、翻訳、デザイン、印刷等、各工程に

おいて必要な専門性が確保されているか（再委託を含む）。 

必要な工程（企画、取材、原稿作成、校正、印刷、納品）を

踏まえた現実的なスケジュールとなっているか。 

その他の提案 

仕様書に示す必須事項に加え、独自の視点による追加の提案

が示されているか。 
２０点 

本冊子や本市の魅力をより引き立てる工夫（市民参加、ワー

クショップ、動画・SNS 連携など）があるか。 

業務全体の見積金額 

提案内容及び仕様書に基づく業務内容に照らし、見積金額が

妥当かつ経済的であるか。 

委託上限額の範囲内で、必要な品質・工程を確保できる内容

となっているか。 

広告等により経費を効率的に活用する内容であるか。 

５点 

 

１２．業務委託契約に関する事項 

  見積徴取の相手先としての特定 

大阪狭山市は、選定委員会が選定した最優秀事業者を、業務委託契約にかかる随意契約の見積書徴

取の相手先として特定するとともに、業務委託の詳細内容の協議を実施するものとする。ただし、次

のいずれかに該当し、最優秀事業者から見積徴取及び業務委託契約が締結できない場合には、次点者

を見積徴取の相手先として再特定する。 

  ① 最優秀事業者が、地方自治法施行令第１６７条の４第１項または第２項に規定する者に該当す

ることとなったとき 

  ② 最優秀事業者が、大阪狭山市から指名停止を受けることとなったとき 

  ③ 最優秀事業者の見積徴取の結果、契約締結ができなかったとき 

  ④ 最優秀事業者が、本業務委託契約の締結を辞退したとき 

  ⑤ その他の理由により最優秀事業者と本業務委託契約の締結が不可能となったとき 

 

１３．留意事項 

 ⑴ 本提案に関する一切の費用については、参加者の負担とする。 

 ⑵ 参加者は業務の遂行上知り得た内容は、発注者の承諾を得ることなく、外部へ提供し、または洩

らしてはならない。 

⑶ 提出書類は返還しない。 

⑷ 提出されたプロポーザル提案書は、参加者に無断で本件以外に使用しない。 
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⑸ 提出期限後の問い合わせ、書類の追加や修正には応じない。 

⑹ 提出されたプロポーザル提案書は、審査に必要な範囲において複製することがある。 

⑺ 選考の段階で提案の虚偽、不正および違反が認められた参加者は、直ちに失格とする。 

⑻ 大阪狭山市情報公開条例により、第三者から情報公開の請求または申し出があった場合は、提出

された書類を公開する場合がある。 

⑼ 参加表明後、資料、プロポーザル提案書等に虚偽の記載をした場合においては、大阪狭山市指名

停止基準要綱に基づく指名停止処置を行うことがある。 


